
広告

町からのおしらせ
夏の交通安全運動がはじまります

期間　７月10日（月）から７月19日（水）までの10日間

～ぺだるこぐ　ぼくのあいぼう　へるめっと～
　自転車は身近で便利な乗り物ですが、「自転車は車両」です。道路交通法が改正され、本年４月１日か
ら、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメッ
トの着用が努力義務になりました。交通ルールと
マナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。

総務課　庶務係　☎86-6082

受け取り・申請についてのご案内

　マイナンバーカードの申請・受け取りは随時受け付けています。

●カード受け取り（事前予約制）　※原則ご本人受け取り
受　取　窓　口　月～金曜日　　9：00～16：30（水曜日は18：30まで）
休日臨時交付日　7月15日（土）　 9：00～16：00
予約受付時間　月～金曜日　　8：30～17：15
※休日は受け取り・申請の予約をお受けできません。
※必要なものは個人ごとに異なります。電話予約時にご説明します。
●カード申請サポート（予約優先）
申　請　窓　口　火～金曜日　　9：00～16：30

●マイナポイント申込は９月末まで
【対象】２月末までにマイナンバーカードを申請した人
（3月以降に初めて申請した方は対象外です）

町民課　町民係　☎86-6070

▲マイナポイント
スポット

▲マイナポイント
サイト

８月から保険証が新しくなります

　保険証の色は、国民健康保険の保険証が「紺色」、後期高齢者医療の保険証が「薄茶色」です。

新しい保険証を７月中旬頃から順次郵送
　国民健康保険の保険証は、「特定記録郵便」で送
付し、そのまま郵便受に投かんされます。
　後期高齢者医療の保険証は、「簡易書留郵便」で
送付し、受け取りには受領印などが必要です。受
け取れなかった場合は、「ご不在連絡票」に記載さ
れた電話番号に問い合わせてください。
　８月から医療機関などを受診される場合は、氏
名・生年月日等を確認の上、新しい保険証を提示
してください。

健康保険が変わる場合は届け出が必要
　職場の健康保険に加入・脱退するときは、役場
でも手続きしてください。なお、マイナ保険証を
使用する場合でも引き続き届け出は必要です。
届け出に必要な書類
・ 職場の健康保険証または健康保険を脱退したこ
とを確認できる書類
・ 異動のある方、世帯主、申請者のマイナンバー
が確認できる書類

限度額適用・減額認定証の交付申請を忘れずに
　医療費の支払いが高額になりそうな方は、事前
に「限度額適用（・標準負担額減額）認定証」の交
付を申請し、医療機関などの窓口に提示してくだ
さい。なお、国民健康保険税に未納があると交付
できない場合があります。

町民課　国保年金係　☎86-6071

5

ご存じですか
国民年金保険料の免除・納付猶予制度

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳
未満）」があります。この制度を利用することで、
将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故
などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受
給資格を確保することができます。

令和５年度分（令和５年７月～令和６年６月分）の
受付開始・・・７月１日（土）
（申請書は国保年金係の窓口にあります）
　また、申請書が受理された月から２年１か月前
の月分までさかのぼって申請することができま
す。申請を忘れていた期間がある方は、ご相談く
ださい。

町民課　国保年金係　☎86-6071 ／ 佐原年金事務所　☎54-1442

国民年金

マイナンバー
カードの窓口

く
ら
し
の
相
談

コ
ジ
ュ
リ
ン
ひ
ろ
ば

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

政
策
・
財
政

町
で
の
生
活

医
療
・
福
祉

健  

康

教  

育

子
育
て

各
部
署
ト
ピ
ッ
ク
ス

特  

集

く
ら
し
の
相
談

コ
ジ
ュ
リ
ン
ひ
ろ
ば

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

政
策
・
財
政

税
金
・
年
金

医
療
・
福
祉

健  

康

教  

育

子
育
て

各
部
署
ト
ピ
ッ
ク
ス

特  

集

税
金
・
年
金

町
で
の
生
活

広報とうのしょう 2023.7 広報とうのしょう 2023.711 10


